
 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 長安口ダム改造事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 3年度～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 那賀川水系長安口ダム上流及び下流域 

連 携 機 関 徳島県 

事業の概要 

徳島県がダムの管理を行っていた平成 3年度より長安口ダム
の堆砂の下流河川への還元が試験的に実施されている。今後
は、長安口ダムの改造に伴う河道内掘削により発生する砂レキ
をダム下流の河道内に運搬し、洪水時に砂レキが下流へ供給さ
れることによって、動植物の生息生育環境の改善を図るもので
ある。 

主な事業箇
所 と 内 容 

・土砂の除去：長安ダム貯水池上流 
・置き砂利：小浜、桜谷、川口下流、朝生 

事業の効果 

定量的な効果判定には至っていないものの、環境が良くなり
魚が増えたなど、地元関係者からは一定の評価を得ている。ま
た、今後の還元場所・方法を検討するための洪水時流下状況の
把握や、下流河道における物理・生物環境のモニタリング調査
を実施している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/ 

参 考 文 献 
・那賀川水系河川整備計画 

・置き土シンポジウム発表資料（長安口ダムからの実施報告） 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 吉野川レキ河原の保全・再生 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 15～17 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物  ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 吉野川中流域 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

吉野川の河川環境を特徴付ける一要素となるレキ河原では、
近年、河道内樹木の分布拡大にあわせて外来植物であるシナダ
レスズメガヤの著しい繁茂が進み、その環境に依存して生息・
生育している在来種への影響が懸念されている。 

そのため、洪水の営力により動的に維持される健全なレキ河
川の再生に向け、河道内樹木の伐採等を実施するものである。 

主な事業箇
所 と 内 容 

・西条大橋地区下流（ヤナギ伐採試験） 

事業の効果 

試験施工地でのモニタリングにより、洪水後にシナダレスズメ
ガヤが侵入・定着しにくい環境の形成が確認され、有効な効果
の一つであることが確認されている。今後の対策実施箇所につ
いては、優先度を勘案しながら決定することとなっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.toku-mlit.go.jp/river/kangaeru/yoriyoikawa/ 
shinadare/shinadare.htm 

参 考 文 献 吉野川水系河川整備計画【原案】 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－２ 

ＳＺ－１ 

レキ河川再生のイメージ図 

水際環境再生のイメージ図 

 

145



 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 那賀川多自然型川づくり 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 5年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物  ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 那賀川阿南市下大野町大野地先 

連 携 機 関 なし 

事業の概要 

局所洗堀対策として実施する河川敷整備にあたり、水域に接

する区域については、水生生物の生息・生育環境に配慮した環

境を形成する多自然型川づくりを基本とした整備を実施して

いる。 

当該箇所の護岸には自然石を利用するとともに、提内側への

地下水の供給源となっていることから、低水護岸の根入には透

水性の沈床ブロックを採用している。 

主な事業箇
所 と 内 容 

那賀川 9.2km 

事業の効果 

平成 13 年度に石張りの中へヤナギの挿し木を行っており、現

在はヤナギが生長し、石張りがほとんど見えない自然護岸に近

い状況となっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ― 

参 考 文 献 那賀川水系河川整備計画、多自然型護岸整備事例集 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 江川多自然川づくり 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 3～6年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物  ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 江川（鴨島町 1.0km区間） 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

低水路部で河道を不規則に蛇行させることにより流れに変

化を与え，自然に近い景観にしている。また、水面部において

は護岸工を施工し堤体の安定を図っている。 

詰杭工護岸は木材，石材の自然素材を使用。低水護岸は不規

則な形状の自然石を空積みして空隙をつくり，魚や小動物のす

みかを作り出している。 

主な事業箇
所 と 内 容 

徳島県麻植郡鴨島町牛島 

事業の効果 

周辺の開発でヘドロが堆積するドブ川であったが、事業の
実施により、数十センチのコイや，フナやハヤなど小魚を
はじめ、アオサギなどの生息が確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://doboku.pref.tokushima.jp/05taskinfo/ 
02river/taisaku/default.htm#river 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 宮川内谷川土木環境共生事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 6～17年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 宮川内谷川 5.0km 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

宮川内谷川は、変化に富み多様性を持つ川本来の姿が損なわ
れていないため、川のコリドー（回廊）としての機能や水辺の
多様性の回復に加え、人の暮らしとの関わりといった視点か
ら、変化に富んだ環境を作り出しつなげていく川づくりを実施
したものである。 

主な事業箇
所 と 内 容 

・河畔林植樹祭の実施  ・緩傾斜護岸の整備 
・水制工の設置     ・階段式斜路工  
・ビオトープ公園（なかよしランド）の整備 等 

事業の効果 

階段式斜路工実施後のモニタリングでは、動植物の種類、個
体数の増加や魚の上下流移動が見られ、生態系復元の効果が確
認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 

・http://doboku.pref.tokushima.jp/05taskinfo/11tech/ 
02kankyo/default.htm#jissi 

・http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou 
/080shizenhogo/00006238050323/html/case.html 

参 考 文 献 土木環境共生事業宮川内谷川事業概要 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 穴吹川通常砂防事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 19年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：水生生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 穴吹川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

砂防事業は、山地や渓流の自然環境の良好な箇所で実施する
ことが多いため、計画段階から森林への影響や渓流環境の改変
を最小限とするとともに、濁水の抑制、排ガス対策等、施工段
階においても自然環境への影響に配慮している。 

生物多様性への配慮として、魚道は、最適な生息環境を実現
するため隔壁型からハーフコーンに変更した。また、自然石の
利用により、自然に調和した景観の創出をはかるとともに、自
然とのふれあいを促進するため、護岸を緩傾斜化し、水際への
アプローチを可能とした。 

主な事業箇
所 と 内 容 

徳島県美馬市木屋平川上 

事業の効果 

中央にハーフコーン型魚道を設置したことにより、魚類などの
水生生物の移動を容易にすることが期待できるなど、生物多様
性への配慮がなされた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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ビオトープ公園と緩傾斜護岸 ビオトープ公園 
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【事業の概要】 

事 業 名 園瀬川広域河川改修事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 17年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 

（主な対象：シオマネキ ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 園瀬川（徳島県徳島市八万町） 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

園瀬川において、築堤により無堤区間を解消し、洪水被害の
低減を図るための事業であるが、シオマネキ等の生息地に配慮
し、起業地で採取したシオマネキを工事の影響を受けにくい下
流側のワンドへ移動させるとともに、掘削時に仮置していたア
シを含んだ表土を再利用したものである。 

主な事業箇
所 と 内 容 

園瀬川徳島県徳島市八万町地先：シオマネキの移動 

事業の効果 
施工後のモニタリング調査により、シオマネキの個体数が大幅
増加が確認されており、生息地の保全が図られている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 徳島県平成 19年度モニタリング報告書 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 日和佐川河川特殊改良事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 19年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 

（主な対象：シバナ  ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 日和佐川（徳島県海部郡美波町奥河内） 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

日和佐川において洗掘防止工事を実施するにあたり、当初は
ブロック等の運搬に際し、周辺住民への影響を考慮し、右岸上
流からのルートを計画し、シバナ生育地やその前面に盛土を行
い、工事用道路を設置する予定であった。 

しかし工事用道路による直接もしくは、潮汐の水流を妨げる
高盛土によりシバナの消失が懸念されたため、専門家のアドバ
イスに基づいて工法の検討を行い、走行速度の低減により周辺
環境への影響を最小限にした結果、住民の理解を得ることがで
き、右岸下流からのルート変更が可能となり、生育地②、③の
シバナへの影響はほとんどなくなった。 

主な事業箇
所 と 内 容 

日和佐川徳島県海部郡美波町奥河内地先：洗掘防止工事 

事業の効果 

施工にあたり、高盛土をやめ、敷砂利にすることで、生育地①
シバナへの潮汐による水流を妨げないこととした。これによ
り、シバナ生育場所の消失を回避できた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 土器川生物公園整備事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 7年度～実施中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：ホタル他  ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 土器川生物公園 

連 携 機 関 丸亀市 

事業の概要 

土器川生物公園は、霞堤の内部を対象に、「自然の中でのや

すらぎとふれあい」をテーマに霞堤内部に憩いとやすらぎの場

を創出することを目的に平成 7年度より事業を実施している。 

主な事業箇
所 と 内 容 

生物公園上流部：自然石及び松杭設置水路工 

事業の効果 

平成 9年に部分開園以降、四国のみずべ八十八ヶ所に選定され

るなど、校外学習や散策、イベントなど、屋外活動の拠点とな

っており、年間約２万５千人の利用者がいる。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/panf/kouen/kouen.htm 

参 考 文 献 「四国技報」第 4巻７号 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 重信川自然再生事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 14年度～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 重信川水系（愛媛県松山市、伊予市、東温市、砥部町、松前町） 

連 携 機 関 
重信川の自然を育む会（国、県、流域市町村、大学、ＮＰＯ等
で構成）、地域住民、学校等 

事業の概要 

自然に満ちあふれた昔の重信川を取り戻そうと、地域住民、
NPO などの団体、地域の大学、行政がひとつになって「重信川
の自然をはぐくむ会」を設立。はぐくむ会で、住民の意見や専
門家のアドバイスなどを踏まえて、重信川再生に向けた計画・
活動を取りまとめた「重信川いきいきネットワーク計画」を策
定し、河川整備計画への反映を図っている。 

主な事業箇
所 と 内 容 

・松原泉の再生         ・広瀬霞の湿地再生  
・支川傍示川の水質改善     ・古川霞の再生 
・南野田霞、二十日泉の再生   ・開発霞の再生 
・河口部のヨシ原、河畔林の再生 ・砥部川下流の水面再生 
※下線の実施事業については個別シート参照 

事業の効果 
重信川を軸とした水と緑のネットワークの形成と、重信川を媒
体とした自然と人、人と人がふれあう交流と学習の場の形成 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/kawakankyou.html 
・http://www.soil.cee.ehime-u.ac.jp/shigenobu/ 

参 考 文 献 ・「四国技報」第７巻１３号、第４巻８号 

・美しい四国づくり第２回委員会資料 
 

【概要図等】 
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（根固ブ ロック）

（カゴマット）
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【事業の概要】 

事 業 名 重信川自然再生事業≪松原泉の再生≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 16年度～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：湿地環境と湿地に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 重信川水系（愛媛県松山市、伊予市、東温市、砥部町、松前町） 

連 携 機 関 
重信川の自然をはぐくむ会（国、県、流域市町村、大学、ＮＰ
Ｏ等で構成）、地域住民、学校等 

事業の概要 

昭和 30 年代の河川工事において埋め立てられ、運動公園や
広場として利用されてきた松原泉において、かつての松原泉を
再生するとともに、松原泉と重信川をつなぐ小川を再生し、は
ぐくむ会のサポートを得ながら本川との合流地点の湿地環境
の再生を行うことにより、水と緑のネットワーク拡大を図っ
た。 

また、最初から人為的に完成形を作り上げず、必要最小限の
基盤整備を行い、自然の力で年数を経て自然豊かな生息環境の
復元と生物層の多様化を図った。 

主な事業箇
所 と 内 容 

重信川河口より約 9.0km 付近：泉と小川の再生         

事業の効果 
動物の生息状況、植物の生育状況等のフォローアップ調査を行
っており、尐しずつ動植物の繁茂や移動が見られている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/kawakankyou.html 
・http://www.soil.cee.ehime-u.ac.jp/shigenobu/ 

参 考 文 献 「四国技報」第７巻１３号、第４巻８号 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 重信川自然再生事業≪広瀬霞の再生≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 18年度～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：湿地・河畔林と生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 重信川水系（愛媛県松山市、伊予市、東温市、砥部町、松前町） 

連 携 機 関 
重信川の自然を育む会（国、県、流域市町村、大学、ＮＰＯ等
で構成）、地域住民、学校等 

事業の概要 

昭和 30 年以前の広瀬霞は、開口部に湿地的な環境があり、
重信川の生物にとって良好な生息、生育、繁殖環境であった。
しかし、近年の土地利用の変化や河川改修などにともない、湿
地的な環境はなくなった。そこで、現在常時水面の残っている
砥部川合流点である広瀬霞、河畔林を再生し、かつて見られた
自然豊かな湿地環境の確保を目的とし、水と緑のネットワーク
形成を図っている。また、霞堤内の開発を抑制することにより、
治水機能の保全も図っている。 

主な事業箇
所 と 内 容 

重信川河口より約 10.0km 付近：失われた湿地環境の再生         

事業の効果 
動物の生息状況、植物の生育状況等のフォローアップ調査を行
っており、尐しずつ動植物の繁茂や移動が見られている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/kawakankyou.html 
・http://www.soil.cee.ehime-u.ac.jp/shigenobu/ 

参 考 文 献 「四国技報」第７巻１３号、第４巻８号 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 石手川環境整備事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 11～13 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 石手川、重信川合流地点上流域 

連 携 機 関 松山市 

事業の概要 

石手川の護岸は急勾配のコンクリート護岸で作られており、
地域住民のニーズに応えられない環境にあるとともに、水質も
重信川本川に影響するほど非常に劣悪な環境となっていた。 

そのため、松山市の松山中央公園整備事業と連携し、野鳥や
魚類などのすみやすい自然環境を創出する水質浄化と「水と緑
豊かな自然とふれあえる環境」の創出を図るため、親水護岸整
備と水質浄化事業を実施したものである。 

主な事業箇
所 と 内 容 

親水護岸整備：松山市市坪西地先 
水質浄化事業：松山市朝生田地先 

事業の効果 
親水護岸整備の効果により、整備以来利用者数が増加してい
る。また、水質浄化事業により、年々水質が良くなっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/suisitukaizen.html 

参 考 文 献 「四国技報」第 2巻 4 号 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 山鳥坂ダム建設事業（環境影響評価） 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成元年度～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：ダム建設地周辺に生息する生物等 ）  

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮 

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 肱川（愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

山鳥坂ダムの建設にあたり、できる限り自然環境や事業実
施区域周辺の生活環境に配慮した計画とするため、環境影響
評価法に基づく環境影響評価を実施している。 
調査の実施状況については、平成元年度からまず水質調査

等に着手し、平成 3 年度からは対象事業実施区域やその周辺
において、専門家の指導、助言を得ながら現地調査を実施し
ている。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
山鳥坂ダム建設事業予定地周辺：環境影響調査 

事 業 の 効 果 

環境影響評価書の広告・縦覧の手続が完了しており、事業実
施に際して継続してモニタリング調査を実施するとともに、
適切な環境保全対策が講じられている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/ 

参 考 文 献 
・山鳥坂ダム事業概要 

・肱川水系山鳥坂ダム建設事業環境影響評価書のあらまし 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 肱川の多自然型川づくり≪大町箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 2～3年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 大洲市長浜町大町地先 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本施工地区は、平成２年９月発生の台風１９号による洪水
により、河岸洗掘及び吸い出しを受け既設低水護岸が被災し
たものである。 
未改修区間であり、上流は砂州が拡がる自然河岸であるた

め、河岸洗掘を防止し、自然河岸と馴染む蛇籠工を採用した。
また、その蛇籠護岸のり面部には、カワヤナギによる植栽を
施し、日陰を設けることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
肱川本川左岸 4k/4～4k/5：蛇籠護岸施工 

事 業 の 効 果 

河川増水時にはカワヤナギが水際で魚の避難場所となり、ま
た、カワヤナギの植栽によって生物の生息空間の増大が図ら
れている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawanavi/ 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 肱川の多自然型川づくり 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 各事業シート参照 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 肱川水系 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 各事業シート参照 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・大洲市長浜町大町地先（肱川本川左岸 4k/4～4k/5） 
・大洲市白滝地先（肱川本川右岸６k/０付近） 
・大洲市若宮地先（肱川本川右岸 13k/4～13k/6） 
・大洲市若宮地先（肱川本川左岸 1５k/０～1５k/２） 
・大洲市中島地先（肱川本川左岸 18k/2～18k/4） 

事 業 の 効 果 各事業シート参照 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/ 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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④若宮箇所 
（肱川本川右岸：15/0～15/2 
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【事業の概要】 

事 業 名 肱川の多自然型川づくり≪白滝箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 13年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 大洲市白滝地先 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本施工地区は、河川改修事業によって失われた自然環境の
復元を目的に、体験学習の場となるような身近な水辺の整備
として、せせらぎ等を創出し、人々が自然や文化に親しめる
ように、また、水辺空間を創出することにより、生物も生息
するような水辺の拠点整備を行ったものである。 
動植物が生殖可能な環境をつくるため、環境への適応が広

く、外来種との競争にも堪えうるような生育力が旺盛な植物
を考慮した。また、中の島は、抽水植物から低木へのエコト
ーン（環境推移帯）となるよう配慮した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
肱川本川右岸６k/０付近：水辺の拠点整備 

事 業 の 効 果 施工後半年で、多様な植物が確認された。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawanavi/ 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 肱川の多自然型川づくり≪矢落川合流箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 12～13 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 愛媛県大洲市若宮地先 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本川肱川と支川矢落川の合流点における低水護岸工事を行
ったもので、生物の生息環境保全のため、川面に差し掛かっ
た樹木を伐採対象から外し、保護工（空石張り）を行うとと
もに、河道内樹木管理の観点から伐採・間伐を行った伐採木
を再利用し、低水護岸の前面に固定することで、護岸の保全
と水生生物の生息環境の創出を図った。また、捨石施工につ
いては、６０ｃｍ内外の大洲産青石を使用し、石と石の間が
密にならないように配慮した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

肱川本川右岸 13k/4～13k/6：袋詰玉石工・かごマット工及び
捨石工 

事 業 の 効 果 

本施工については、捨石施工による魚巣効果と、伐採木の再
利用による水生生物の生息環境の創出による効果が確認され
ている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawanavi/ 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 肱川の多自然型川づくり≪若宮箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 昭和 51年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物  ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 大洲市若宮地先 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本施工地区は、昭和５１年９月発生の台風１７号による洪
水により、河岸洗掘及び吸い出しを受け既設低水護岸が被災
したものである。上流は自然河岸であるため、河岸洗掘を防
止し自然河岸と馴染む蛇籠工を採用した。また、蛇籠護岸施
工時には、日陰を生み出すなど、生物の生息環境を醸し出し
ている樹木は伐採しないこととした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
肱川本川左岸 1５k/０～1５k/２：蛇籠護岸施工 

事 業 の 効 果 
自然河岸のように馴染んでおり、アユの産卵場として貴重な
環境となっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawanavi/ 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 肱川の多自然型川づくり≪大洲城下流箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 4～6年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ）  

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮 

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 大洲市中島地先 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本施工地区は、大洲左岸堤防の漏水対策工事として実施す
る石張護岸及び、根固め工の埋戻し部分を魚や昆虫等に配慮
した多自然型護岸として施工したものである。 
捨石マウンドは、捨石の隙間を大小さまざまな大きさにな

るように配慮した。これは、大小さまざまな魚が住みつくこ
とができるように配慮したものである。法柵工については、
水生生物が水面から陸上に上がれるように一つの法面とし
た。捨石マウンドと法柵工の間は、魚が泳げるように最低の
水深を０．３ｍとなるようにした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

肱川本川左岸 18k/2～18k/4：石張護岸及び、根固め工の埋戻

し 

事 業 の 効 果 魚類や昆虫の生息環境が創出されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawanavi/ 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 長月川総合流域防災事業（多自然川づくり） 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 7～17年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 僧都川水系長月川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、長月川の治水能力の向上と植生の早期回復および
既存取水堰による生態系分断を解消し、多様な生態系の形成を
図ったものである 

護岸は、勾配 1：2.0 の法枠ブロックで施工し、その中詰め
工に植生土のうを使用することにより、植生の早期回復を図る
工夫とした。また生態系を分断している既存の取水堰について
は、緩傾斜落差工に変更することにより、魚類等の回遊を可能
にした。 

主な事業箇
所 と 内 容 

愛媛県南宇和郡愛南町長月：護岸工（植生土のう、緩傾斜落差
工等） 

事業の効果 
現地発生土を利用し、現地植生に配慮した護岸工を採用してお
り、植生が回復している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/ 
080shizenhogo/00006238050323/pdf/case/034.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 大谷川総合流域防災事業（多自然川づくり） 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 2～22年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 大谷川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、大谷川の治水能力の向上及び水域と陸域に多様な
自然環境を形成することによって、豊かな自然を創出すること
を目的としたものである。 

水生生物の住みやすい生息場所の形成と植物の繁茂エリア
を設け、河道と低水路を蛇行させるとともに、平面的な変化を
持たせ、瀬や淵、植物の生える河原や水際を確保し、生物の多
様な生息、生育の場を確保した。また、全体的には、植生護岸
を1：2.0 の緩傾斜護岸にしたり、円弧ブロックに種子混合表
土を中詰することで、みどり豊かな河川づくりを行った。 

主な事業箇
所 と 内 容 

愛媛県伊予郡松前町、愛媛県伊予市下吾川：護岸工 

事業の効果 
護岸工に自然石を採用し、現地動植物への配慮により、植生が
回復している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/ 
080shizenhogo/00006238050323/pdf/case/036.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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■緩傾斜落差工による多様な生態系の形成 

 

■植生土のうによる植生の早期回復 
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【事業の概要】 

事 業 名 増穂川広域基幹河川改修事業（多自然川づくり） 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 12～13 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：ヨシ群及びヨシ群に生息する生物等） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 岩松川水系増穂川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、増穂川の河道線形の是正及び河積の拡大を図りな
がら、適正な河川環境の保全に配慮し多様な環境条件を保全・
復元を図ったものである。 

現況植物の種子を含む表土を覆土として転用し、早く従前の
環境に戻るよう配慮するとともに、ヨシ群のある水辺は、魚介
類、トンボ類の産卵や幼生の生息の場として重要であるため、
河床に現存するヨシ群を残し、流水部から水際、陸域までの多
様な生物の生息環境の形成を促した。 

また、土堤法尻部に寄せ石を設置し、多孔質な空間、透水性、
通気性等水際の多様性を持たせ、水生昆虫や魚介類の生育・生
息の場の創造を図った。 

主な事業箇
所 と 内 容 

増穂川（愛媛県宇和島市津島町大字増穂）：護岸改築 

事業の効果 
施工後の小出水により、砂礫堆積地が形成され、ヨシ・ガマ群
の繁茂がみられた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/080shizenhogo/ 
00006238050323/pdf/case/039.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 成谷川県単河川部局改良事業 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 3～13年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 成谷川水系成谷川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、成谷川の治水能力の向上および水域と陸域に多様
な自然環境を形成することに配慮した治水事業である。 

植物だけでなく、動物の生息・生育に必要な水深および環境
を確保するために、空積構造の低水護岸を設け、水際の多様性
をもたせるとともに、高水護岸はコンクリートを使用しない多
自然型護岸とした。 

また、高水護岸を緩傾斜護岸とし、階段を設置することによ
り、河川を訪れる人が水辺のふれあいを楽しめる護岸とすると
ともに、低水護岸には管内産の自然石を、高水護岸には低水護
岸に類似した自然石を使用して、周辺自然環境との調和を図っ
た。 

主な事業箇
所 と 内 容 

成谷川（愛媛県北宇和郡吉田町大字法花津）：護岸整備 

事業の効果 
工事完成後の小出水により低々水路が形成され、月日を重ねる
毎に瀬や淵の成長が確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/080shizenhogo/ 
00006238050323/pdf/case/035.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 内川多自然川づくり 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 昭和 61～平成 26年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 重信川水系内川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、内川の河道断面の拡大により流下能力を向上させ
るとともに、植生等により河川の豊かな自然の創出を図ったも
のである。 

護岸は、緩傾斜護岸（3 割勾配）を採用し、覆土には現地発
生土を使用し、植生状況を早期の植生回復に配慮した。 

また、河床にフトン篭を設置することにより、流れに変化を
もたせている。 

主な事業箇
所 と 内 容 

内川（愛媛県松山市土居町～高井町）：護岸工 

事業の効果 
緩傾斜護岸の採用により、横断方向の連続性が確保されてい
る。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.ehime.jp/h40600/river/index.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 浅川多自然川づくり 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 昭和 61～平成 26年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 浅川水系浅川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、浅川の河道断面の拡大により流下能力を向上させ
るとともに、植生により自然環境の復元を図ったものである。 

護岸には、水際の植生が期待できるポーラスブロックを設置
し、みお筋を復元することにより植生の早期の回復を図った。 

主な事業箇
所 と 内 容 

浅川（愛媛県今治市矢田）：護岸工 

事業の効果 

平常時の水量が少ないため、低水路（みお筋）を設置し、河床
に変化を持たせることで、魚類等の生息空間が確保されてい
る。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.ehime.jp/h40600/river/index.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 宮前川多自然川づくり 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 昭和 48～平成 25年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 宮前川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、宮前川の河道断面の拡大により流下能力を向上さ
せるとともに、生態系に配慮し、河川環境の保全・復元を図っ
たものである。 

河床に巨石を不規則に配置し、瀬・淵の形成を促し、生物の
生息空間の創出を図った。 

主な事業箇
所 と 内 容 

宮前川（愛媛県松山市愛光町～住吉町）：護岸工 

事業の効果 
都市部の限られた河川幅内で、河床部に変化をもたせ、瀬や淵
の創出が図られた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.ehime.jp/h40600/river/index.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 通常砂防事業（水生生物の移動経路確保） 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 12年度～ 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：水生生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 市ノ川、打木川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

スリット型構造の砂防堰堤を設置することにより、渓流
の連続性を確保でき、水中や水際に生息する魚類や両生類
などの水生生物等の上下流への移動が可能になるほか、中
小出水時には土砂を下流へ流し、上下流の適正な土砂管理
に期するものである。 
また、空き容量を確保することにより、大きな出水期に

は多量の土石流や流木を捕捉することが可能である。 

主な事業箇
所 と 内 容 

愛媛県西条市市ノ川 市ノ川 

愛媛県内子町本川 打木川 

事業の効果 
水生生物等の上下流への移動が可能になり、生態系の連続
性保全への配慮がなされている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ― 

参 考 文 献 愛媛県砂防における事例資料 
 

【概要図等】 
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ＳＺ－２８ 

河床を平坦にしない

標準断面図

ポーラスブロック使用

 

（格子型鋼製スリット） 

西条市市ノ川 市ノ川 

（Ｉ型鋼製スリット） 

内子町本川 打木川 
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【事業の概要】 

事 業 名 「肱川水と緑のネットワーク」整備事業 

実 施 主 体 国土交通省、大洲市 事業年度 平成 18年度～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：水路等に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 大洲市街地周辺 

連 携 機 関 地域住民 

事 業 の 概 要 

既設水路の水質改善を図るなど。河川と一体となった「水」
と「緑」のネットワークづくりを進め、市街地の環境をより
よいものにしていく事業である。 
「肱川水と緑のネットワーク整備計画」は、全国 3 番目の

整備事業として指定され、平成 22年度の完成を目指して事業
に着手しており、内堀菖蒲園内の整備と遊歩道、一部水路
の暗渠整備などが実施されている。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・肱川本川～土堀樋門、内濠菖蒲園～土堀樋門：水路整備 
・内濠菖蒲園：環境改善、親水空間の整備 
・市街地内、城山付近、臥龍山荘・蓬莱山付近：散策路整備 
・船着場の整備：肱川右岸 

事 業 の 効 果 

平成 20年度より水質浄化のモニタリングを実施しており、菖
蒲園のホタル水路ではホタルの餌となる様々な貝類も目立つ
ようになり、ホタルのすめる環境が整ってきている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.ozu.ehime.jp/koho/machi/ 

参 考 文 献 
「四国技報」第 5巻 9 号 
肱川水と緑のネットワーク整備計画（案） 

 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 各事業シート参照 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川水系 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

四万十川の河川事業においては、下記の 3 点を基本方針に、
生態系や景観に配慮した四万十川多自然型川づくりが進めら
れている。 
・良好な自然環境の保全 

・地域に愛され親しまれる川づくり 

・魅力あふれる「四万十川の顔」づくり 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・下田箇所  ・井沢箇所   ・坂本背割箇所 

・百笑箇所  ・佐田箇所   ・山路箇所 

・坂本箇所  ・古津賀箇所  ・具同箇所（赤鉄橋下流） 

・具同箇所（赤鉄橋上流部）  ・入田箇所（低水護岸部） 

・入田箇所（高水護岸部）   ・中村箇所 

・四万十川水と緑の回廊づくり ・耳切（大用寺）箇所 

※各箇所について、個別シートを作成 

事 業 の 効 果 
代表的な箇所における追跡調査結果により、事業実施後の魚
類の種類数が増大していることが確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■代表的な箇所における、整備前後の魚類出現数の比較 

 

ＳＺ－２９ 

 

ＳＺ－３０ 
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【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪下田箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 10年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川下田箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、アオノリ、コアマモの生育場所であり、その棲
息環境に配慮するとともに、屋形舟による観光コースともな
っており生態系の保全、景観等に配慮することとした。 
自然石による植石護岸及び植生により自然環境の復元をは

かると共に川岸の形状を緩やかな傾斜にし自然な砂州の形状
を創出する。またワンド状の淀みを設置しアマモ場を形成さ
せることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
左岸 1k/0付近：藻類配慮緑化護岸 

事 業 の 効 果 
追跡調査結果により、事業実施後の魚類の種類数が増大して
いることが確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/ 
gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪井沢箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 4年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川井沢箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、幻の魚「アカメ」が棲息するとともに他魚類も
豊富に棲息しており、これらに配慮することとした。 
大型魚巣ブロック上部に捨石を投入し、魚巣効果をさらに

増大させると共に水際線は緩やかな起伏をつけ景観上のアク
セントと水ハネ効果を期待するものとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
左岸 5k/0付近：魚類棲息護岸 

事 業 の 効 果 
追跡調査結果により、事業実施後の魚類の種類数が増大して
いることが確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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■完成後（5 年）：  

水際部、護岸部共に、自

然植生が発達してきて

います。 

■工事後（完成直後）： 

ワンド状の淀みを設け。

自然砂州の形状となり

ました。 

ＳＺ－３２ 

 

 

 

■完成後（5年 6ヶ月）： 

植生が発達し水辺の緑

が復元してきています。 

■工事後（完成直後）： 

水際の線は緩やかな起

伏となり、複雑な空間

が形成されています。 
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【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪坂本背割箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 5年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川坂本背割箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、四万十川観光の核として、遊覧船乗船のため、
年間 30万人が訪れる坂本地区を起点に中村市民祭、四万十川
フルウォーキングの会場として各種のイ ベントの主会場と
して市民に親しまれている具同地区間で整備している「てく
てく悠遊歩道」に併せ、既設コンクリート根固により、景観
を著しく損ねている坂 本背割箇所の補強を行い、生態系に配
慮した川づくりを行うこととした。 
汽水域であるため、魚種も豊富であるほか、ヤマトテナガ

エビ、ツガニの宝庫となっており、生態系に配慮すると共に
美しい自然景観を復元すべく緑化を図った。また、約 60m 毎
に水制工を設置することで背割提を洪水から守ると同時に魚
類・エビなどが生息できる空間を創出することとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 6k/6～8k/0付近：昆虫・蝦（えび）・蟹（かに）護岸 

事 業 の 効 果 
追跡調査結果により、事業実施後の魚類の種類数が増大して
いることが確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工事後（完成直後）： 

根固ブロック等は自然石・覆土

により隠されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■完成後（3年 6ヶ月）： 

植生が繁茂して水辺の緑

が形成されてきていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪百笑箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 10年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が対象 
（主な対象：河川に生息する生物） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川百笑箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、中村市街地に隣接し交通の便も良いことから、
市民及び観光客のイベントやスポーツ、レクリエーションの
場として利用されており、生態系及び景観 を損ねている既設
護岸（間知ブロック張）を植生で覆うと共に、親水性及び景
観に配慮し、生態系及び自然環境の修復を図ることとしまし
た。 
既設低水護岸（間知ブロック張）に、緩勾配（1：3～1：

5）の覆土（河床材）を行い周辺の育成基盤を作り、寄州部
の自然景観との一体化を図ると共に、子供や老人等に親し
みやすい階段等を設置している。また、構造物周辺は、投
掛工により覆土の安定を図ることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
左岸 9k/0～10/0付近：覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生の発達により、周辺植物との一体化が図られている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－３３ 

 

 

 

ＳＺ－３４ 

■工事前： 
間知ブロック張護岸で
施工されていました。 

■完成後（4 ヶ月）： 
植生の発達により、周辺
植物との一体化が図られ
ています。 
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【事業の概要】 

事 業 名 
まほろば「四万十川」多自然型川づくり 

≪具同箇所（赤鉄橋下流部≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 8年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川具同箇所（赤鉄橋下流部） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、高水敷が渡川緑地公園で、市民及び観光客の利
用が対岸の百笑箇所同様に多い箇所であり、自然環境の保
全・再生に努めると共に、親水性にも配慮することとした。 
既設護岸（張コンクリート・間知ブロック張）に覆土（河

床材）を行い柳枝工・枞柵工にて覆土の安定を図った。また、
水衝部には、粗朶沈床を設置し、洗堀防止と共に生物の生育
環境を創出することとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 9k/0+100～9k/4付近：沈床覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生が繁茂して、水辺の緑が形成されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪山路箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 9年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川山路箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、四万十川観光遊覧船船着場・夕日の見える丘展
望所の直下流に位置し、非常に多くの観光客が訪れるため、
景観を損ねている既設根固ブロックを植生等で覆うと共に、
水生生物に配慮し自然景観の修復を図ることとした。 
既設根固ブロックに、柳挿杭打上置・根杭（伝統工法）を

設置し、覆土（河床材）を行い周辺植生の育成基盤を作り、
自然景観との一体化を図ることとした。また、エビ、ウナギ
の漁場でもあることから、魚類やスジアオノリの生育に配慮
し、根固ブロック等の空隙は極力現状維持させるよう配慮し
た。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 6k/0～6k/2+130 付近：間伐材覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生の発達により、周辺景観と調和してきている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－３５ 

■工事後（完成直後）： 
覆土材料には、河床材を
使用しました。 

■完成後（9 ヶ月）： 
植生が繁茂して、水辺の
緑が形成されてきていま
す。 

 

 

 

ＳＺ－３６ 

■工事前： 
根固ブロックが露出し、
単相の水辺となっていま
す。 

■完成後（4 ヶ月）： 
植生の発達により、周辺景
観と調和してきています。 
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【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪古津賀箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 9年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川古津賀箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、四万十川観光遊覧船当、多くの観光客が訪れる
箇所であるが、既設護岸（間知ブロック張）が生態系及び景
観を損ねており、植生を覆うことにより、生態系及び自然景
観の修復を図ることとした。 
既設護岸（間知ブロック張）に、覆土を行い生態系及び景

観の修復を行うもので、間伐材による法枞工にて覆土の安定
を図ることとし、また、急勾配箇所は、自然石にて景観を向
上させることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
左岸 5k/4+100～5k/6+150 付近：覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生の発達により、自然環境の修復が図られている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪佐田箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 18年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川佐田箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、コンクリート方格材が周辺の景観を損ねており、
植生で覆うことにより、生態系・自然景観の修復を行うこと
とした。 
既設護岸は、勾配がきつい上、全面水深が深く覆土等の施

行が困難なため、植生土のう・粗朶柵・植生ロールにより緑
化を図ることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 12k/6～12k/8 付近：植生緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生が繁茂し、自然景観と調和している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－３７ 

■工事後（完成直後）： 
緑化は、現地植生及び野
芝にて行いました。 

 

■完成後（4 ヶ月）： 
植生の発達により、自然
環境が修復してきていま
す。 

ＳＺ－３８ 

■工事前： 
人口構造物であるコンク
リート方格材が、周辺の
景観との違和感を与えて
います。 

■完成後（2年 4ヶ月）： 
植生が繁茂し、自然景観と調
和してきています。 
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【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪坂本箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 3年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川坂本箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、直下流の船着場整備（第三セクター施工）と併
せ、背後地の景観に配慮し、自然の巨石及びヤナギ、アキグ
ミ等の植樹等により、水辺の緑化、生態系の修復を行うこと
とした。 
近隣で採取される自然の巨石を利用し、隙間に土を覆土し、

表面の植生化を行った。また、水中部は魚巣ブロックを使用
し、その中に栗石を詰め魚巣効果を高めることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 6k/6付近：巨石緑化護岸 

事 業 の 効 果 巨石の隙間から植生が繁茂し、自然環境が復元されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 
まほろば「四万十川」多自然型川づくり 

≪具同箇所（赤鉄橋上流部）≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 8年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物  ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川具同箇所（赤鉄橋上流部） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、市民及び観光客の利用が多い箇所であり、自然
環境を著しく損ねている既設護岸等を植生で覆うことによ
り、自然景観や生態系に配慮し、地域住民等にも親しまれる
ように整備を図ることとした。 
既設護岸（間知ブロック）に、覆土（河床材）を行い、ア

キグミ、ツルヨシ、ヤナギ等の生育基盤を創出した。また、
当箇所は水衝部であり、木工片法枞沈床を設置し、洗堀防止
は当然のこととして、ゴリ、エビ等の生育環境を向上させる
こととした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 10k/0～10k/0+100 付近：沈床覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生が繁茂し、昆虫等が多く見られるようになっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－３９ 

■工事前： 
幾何学模様が続く根固ブ
ロックおよび間知ブロッ
ク張で施行されていまし
た。 

■完成後（7年 4ヶ月）： 
巨石の隙間から植生が繁
茂し、自然環境が復元し
てきています。 

 

ＳＺ－４０ 

■工事前： 
無機質な間知
ブロック張護
岸、根固ブロッ
クが露出して
いました。 

■完成後（1 年）： 
植生が繁茂して覆土
が安定してきていま
す。昆虫等が多く見ら
れるようになってき
ています。 
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【事業の概要】 

事 業 名 
まほろば「四万十川」多自然型川づくり 

≪入田箇所（低水護岸部）≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 7年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川入田箇所（低水護岸部） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、河床部にヤナギ林が広がり、自然豊かな箇所で
あり、護岸表面を植生で覆うことにより、水際から堤防、そ
して堤防・山林までの「緑の連続性」の創出、自然環境の修
復を図ることとした。 
既設低水護岸（間知ブロック張）に緩勾配（1：3～1：4）

の覆土を行い、周辺植生の基盤をつくった。また、四万十川
流域で生産した間伐材、粗朶により枠柵工を施工し、覆土の
安定を図ることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 11k/8～13k/0 付近：間伐材覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 
ヨシ、ススキなどの潜在植生が急速に生育し、「緑の連続性」
が確保されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 
まほろば「四万十川」多自然型川づくり 

≪入田箇所（高水護岸部）≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 11年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川入田箇所（高水護岸部） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、自然観察を基本とした自然学習の場であり、市
民及び観光客の利用を考慮すると共に、自然植生の復元を図
ることとした。 
既設護岸（間知ブロック張）に計量法枠（ずれ止め）を設

置し、その上に覆土を行い張芝を施すこととした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右岸 11k/4+100～13k/0付近：法面覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生が繁茂し、昆虫類の生息が見られるようになった。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－４１ 

■工事前： 
間知ブロック張護
岸で施工され自然
景観、生態系が損な
われていました。 

■完成後（9 ヶ月）： 
ヨシ、ススキなどの潜在
植生が急速に生育し、「緑
の連続性」が確保されて
きています。 

 

 

 

ＳＺ－４２ 

■工事前： 
画一的で直線の間
知ブロック張護岸 

■完成後（4 年）： 
植生が繁茂し、バッ
タ、コオロギ等の昆
虫が見られるように
なり、昆虫採取等に
利用されています。 
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【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪中村箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 8年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川水系後川中村箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、中村市が震災等により火災等の消化に必要な水
を確保する目的とともに、中村市街地に近接していることか
ら、市民が利活用できる親水性のある護岸として整備するも
ので、自然環境・生態系に配慮し緑化を行うこととした。 
防火用坂路を設けた周辺に覆土ブロック及び杭柵工・法枠

工を設置し、緩勾配覆土により植生が繁茂しやすくし、自然
環境の復元を図った。また、植石階段及び木製階段を設置し、
親水性を向上させることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
後川右岸 2k/6～3k/0付近：覆土緑化護岸 

事 業 の 効 果 自然植生が発達してきている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 まほろば「四万十川」多自然型川づくり≪竹島・鍋島箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 11年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川竹島・鍋島箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

この付近の堤防の表面は、コンクリートでつくられていた
ため、自然や景色の見た目がそこなわれていたため、自然の
生き物や風景のことを考え、コンクリートを緑でおおって自
然環境を復元した。 
この場所は、河川敷が洪水によってけずり取られないよう、

木杭や石など自然の材料を使用した伝統工法で整備するとと
もに、水の中は石を張り、色々な生物がすみやすい環境とな
るよう配慮した。なおワンド（入り江）についてはコアマモ
が自生しており、船着場としての利用をしながらも、水中部
にはなるべく手を加えないよう整備した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
左岸、河口より 2km～4km 付近：覆土緑化 

事 業 の 効 果 水際の植生が回復した。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－４３ 

■工事前： 
間知ブロック張護
岸が連続して景観
的に好ましいとは
言えません。 

■完成後（4 ヶ月）： 
自然植生が発達し
てきています。 
（写真上：低水護岸
部・写真下：高水護
岸部） 

 

 

ＳＺ－４４ 

■鍋島地区・工事後（１年）  

 

■竹島地区・工事後（１年） 
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【事業の概要】 

事 業 名 
まほろば「四万十川」多自然型川づくり 

≪耳切（大用寺）箇所≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 8年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：河川に生息する生物 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川耳切（大用寺）箇所 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

当箇所は、後川右岸岩田川との合流点に位置し、再三の家
屋浸水等被ってきた箇所であることから、宅地水防災事業に
より、地上げ盛土を施工し、併せて築堤・ 国道(441 号)合併
事業を施工する事により治水面の安全性を向上させると共に
周辺景観・生態系に配慮することとした。 
低水部は、根固工及び魚巣ブロックを配置し、その上部は

自然石による練石張護岸を施工し、自然景観との調和を図っ
た。また当箇所は、自然植生・樹木等 豊富な所であり、極力
現植生を存置すると共に、ヨシ、アキグミ、ヤナギ等の殖栽
を行い、自然植生の復元を促進させることとした。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
後川右岸 4k/4+100～4k/8 付近：巨石緑化護岸 

事 業 の 効 果 植生が繁茂し、周辺景観にとけこんできている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo1.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 仁淀川環境に配慮した護岸工 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 14～15 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象種：河畔樹林 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 仁淀川（高知県吾川郡春野町森山地先） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本工事は、出水による河岸洗掘対策として護岸工（Ｌ＝760
ｍ）を施工するものであるが、施工箇所背面には樹林帯が形
成されており、この樹林帯にはヤナギ、エノキ等の樹林の他、
希少動植物（ビンズイ、ルリビタキ、アオジ、イヌアワ）も
確認されている。さらに、樹林帯に沿って水路状の低湿地が
伸び、植物に限らず水辺の生物種の多様性が大きい良好な環
境が形成されている。 
このことから洗掘対策と共に、これら良好な生息環境の保

全・保護も念頭に置き、護岸工の設計・施工を行うものであ
る。また、前面河床はアユの産卵場となっていることもあり、
施工にあたっては仮設計画等の配慮を行った。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
高知県吾川郡春野町森山地先：護岸工 

事 業 の 効 果 河岸洗掘防止がはかられ、階段設置により利用者も増加 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/ 
080shizenhogo/00006238050323/pdf/case/038.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－４５ 

■工事前 

■完成後（2年 6ヶ月）： 
植生が繁茂し、周辺景観に
とけこんできています。 

 

ＳＺ－４６ 
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【事業の概要】 

事 業 名 早明浦ダムグリーンベルト事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 昭和 62～継続中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：ダム湖の緑化 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 吉野川水系早明浦ダム 

連 携 機 関 地元住民等 

事業の概要 

四国の水がめである早明浦ダムにおいて、緑豊かなダム周辺
環境の創出と、濁水の原因となる湖岸崩壊と表土浸食を防止す
ることを目的として昭和 62 年より実施している。 

貯水池周辺に郷土樹種を中心とした植栽を行っており、広葉
樹を主とした斜面安定度が高く、景観に配慮した複層林型の森
林を目指している。また、貯水池に直接流入する渓流からの土
砂流出奉仕対策を併せて行い、安定した植生と相まって濁水の
抑制を図っている。 

主な事業箇
所 と 内 容 

早明浦ダム貯水湖周辺：植栽工、渓流工 

事業の効果 

当事業による効果は、広範囲の利水者にもたらされる効果（濁
水発生防止）や多岐にわたる効果（動植物の生息生育環境の創
出、景観の改善等）が含まれていることから、濁水等の各種モ
ニタリングを実施しながら事業を実施している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/ 

参 考 文 献 吉野川ダム統合管理事務所事業概要、平成 20 年度四国地方整
備局事業評価監視委員会資料、平成 19 年度四国地方整備局管
内技術・業務研究発表会優秀論文 

 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 四万十川自然再生事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 14年度～実施中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象：ツル（ﾏﾅﾂﾞﾙ、ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ他）、アユ、アカメ 他） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 

四万十川水系（高知県宿毛市、四万十市、中土佐町、梼原町、
津野町、四万十町、黒潮町、三原村、愛媛県宇和島市、松野
町、鬼北町） 

連 携 機 関 国、県、市、学識、流域住民（四万十川自然再生協議会） 

事 業 の 概 要 

四万十川では、昭和３０年代の四万十川の原風景の復活を
目指し、「ツル」「アユ」「アカメ」「ヤゴ」に着目し、瀬と淵
の再生、湿地の再生、ワンドや池の整備、樹木・植物の管理・
保全などの自然再生事業を平成 14年から実施している。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・「ツルの里づくり」 ・「アユの瀬づくり」 
・「ヤゴの里づくり」 ・「アカメの瀬づくり」 
※下線の実施事業については個別シート参照 

事 業 の 効 果 

動植物の生息・生育環境の再生、樹木の伐採や湿地の再生に
より白い砂州と瀬の拡大やナベツルの越冬が確認されてい
る。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo.html 
・http://shimanto-saisei.com/info.htm 
・http://www.shimanto-tsuru.com/ 

参 考 文 献 「四国技報」第７巻１３号 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－４８ 

 

ＳＺ－４７ 
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【事業の概要】 

事 業 名 四万十川自然再生事業≪ツルの里づくり≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 14年度～実施中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象：ツル（ﾏﾅﾂﾞﾙ、ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ他）） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮 

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等）■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川水系中筋川 

連 携 機 関 国、県、市、学識、流域住民（四万十川自然再生協議会） 

事 業 の 概 要 

四万十川周辺に数多く飛来し越冬していたツルが、餌とな
る 2 番穂の減少やねぐらの消滅などにより、越冬が見られな
くなっていることから、国際的なツル保護の方針や地域活性
化の取組と一体のものとして、ねぐら及び餌場を整備し、ツ
ルの越冬できる環境を再生・保全していくものである。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・中筋川（中山箇所）：ねぐらやたまりの整備、樋門の改良に
よる餌場の拡大 等 

事 業 の 効 果 
ねぐらとたまり（湿地及び餌場）が完成しており、えさとな
る生き物の増加や、ナベツルの越冬が確認されている。  

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo.html 
・http://shimanto-saisei.com/info.htm 
・http://www.shimanto-tsuru.com/ 

参 考 文 献 「四国技報」第７巻１３号、四万十つるだより 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 四万十川自然再生事業≪アユの瀬づくり≫ 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 14年度～実施中 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：アユ ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮 

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 四万十川 

連 携 機 関 国、県、市、学識、流域住民（四万十川自然再生協議会） 

事 業 の 概 要 

四万十川では砂利採取やみお筋の固定化による深掘れと砂
州部の固定化及び樹林かが進み、アユの産卵場となる瀬が減
少していることから、樹林化した砂州の樹木伐採・間伐と河
床の切り下げにより洪水時にかく乱されやすい河床状況と
し、自然のダイナミズムによって白い砂州とアユの産卵場と
なる広い瀬を回復させようとするものである。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
・四万十川（入田地区）：瀬の再生 

事 業 の 効 果 

モニタリング調査を行いながら、樹木の伐採や間伐、堆積土
砂の撤去を行っており、白い砂州と瀬の拡大や、草地にすむ
鳥類の増加などが確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/gaiyo/gaiyo.html 
・http://shimanto-saisei.com/info.htm 

参 考 文 献 「四国技報」第７巻１３号、四万十川再生協議会通信 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－４９ 

ＳＺ－５０ 
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【事業の概要】 

事 業 名 横瀬川ダム建設事業（種の保全） 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 17～18 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象：水田生植物   ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 渡川水系横瀬川（高知県宿毛市山名町山田地先） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

横瀬川ダム建設事業では、ダム湖予定地周辺に残る良好な
自然環境をダム完成後の将来にわたっても永続的に保全する
ことが目標であり、谷間に開かれた棚田に生育する水田生貴
重植物について、持続的な種の保全作業を実施している。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
高知県宿毛市山名町山田地先：水田保全作業 

事 業 の 効 果 

保全作業を行うことにより、多年草の優占度が高くなるもの
の、一定の保全効果があることが分かった。今後、ダム完成
までの貴重植物の資源維持や、ダム完成後の代替地への移動
に向けた手法の検討等が行われることとなっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/ 

参 考 文 献 平成 19 年度四国地方整備局管内技術・業務研究発表会優秀論文 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 土生川の多自然型川づくり 

実 施 主 体 高知県 事業年度 平成元～5年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川環境 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 土生川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

土生川は河積が狭く、たびたび洪水が氾濫する未改修河川で

あったが、圃場整備事業などと調整を図って、平成元年度より

下流部から 1.1kmの区間を河川局部改良事業として改修に着手

することとなった。 

 改修にあたっては「昔ながらの川づくり」をテーマに自然豊

かな川づくりを進めることとし、護岸工に空石張り護岸を採用

し、水際にネコヤナギやセキショウなどを植栽して河岸を緑あ

る自然な形態とした。 

主な事業箇
所 と 内 容 

高知県香美郡土佐山田須江（国分川合流点から土生川橋までの

間 1,130m）：河川改修 

事業の効果 
施工後 1 年 10 ヶ月で、水際にはセキショウやネコヤナギが繁

茂している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.rfc.or.jp/kawa/kawa_f.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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（左）施工前 

水深も浅く、流れも単調、法面

には連接ブロックが露出して

いる。 

（下）施工後 1 年 10カ月 

水際にはセキショウやネコヤ

ナギが繁茂。（平成７年４月） 
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【事業の概要】 

事 業 名 国分川激甚災害対策特別緊急事業（多自然川づくり） 

実 施 主 体 高知県 事業年度 平成 10～15 年度 

事 業 分 類 
■河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：河川環境 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 国分川水系国分川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

本事業は、国分川の98年豪雨による被害を受け、再発防止の
ため、激甚災害対策特別緊急事業に採択された事業である。 

国分川の多自然川づくりでは、河川のもつ多様な自然環境や
流域の土地利用に配慮する必要があることから、石や木を活用
しながら既存の景観や動植物の生息空間が残るように計画・施
工を行った。 

主な事業箇
所 と 内 容 

国分川（高知県南国市岡豊町小蓮～南国市久礼田）： 
護岸工、水制工 

事業の効果 
植生が順調に回復しつつあり、付近住民の散策の場となってい
る。また、ヒトリガモ等の飛来も確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/080shizenhogo/ 
00006238050323/pdf/case/044.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 伊島漁港防波堤整備事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 18年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：アワビ、サザエ、ウニ等） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 伊島漁港（阿南市伊島町） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本事業は、既設防波堤が、近年の異常気象により被災を受
けているため、設計波浪を見直し、改良を加え、通常時にお
ける航路の静穏度を確保を目的としたものである。 
当該施設周辺は、アワビ、サザエ、伊勢エビ、ウニ等の良

好な漁場である。このため、これらの生育環境に配慮した溝
付き消波ブロックを使用した防波堤を建設した。 
陸上部には、通常の消波ブロックを使用し、平均干潮面よ

り下の水中部では主に海藻類の固着を目的として、溝付き消
波ブロックを使用した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
伊島漁港（阿南市伊島町）：防波堤設置 

事 業 の 効 果 

消波ブロックの溝部には、海藻を餌とするサザエ、ウニ等
が蝟集することも期待され、これらの生物が魚類から身を守
る隠れ家としても活用されることが期待されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 津田港海域環境創造事業（シーブルー事業） 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 
覆砂工事 H3～5、H14～17 
追跡調査 H3～8、H14～20 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：海域環境の回復） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 津田湾 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

シーブルー事業（海域環境創造事業）は水質や海底などの
海域環境を改善し、快適で潤い豊かな海辺の空間を創り出す
ことを目的として進められている。   
シーブルー事業としての覆砂は、海底にたまったヘドロ層

の上を良質な砂で覆い、溶け出していく必要以上の有機物や
栄養塩をシャットアウトし、海の生物が本来持っている自浄
能力をよみがえらせ、底質や水質を改善することにより、い
ろいろな生物が住みやすい海域環境を回復する。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
右図参照 

事 業 の 効 果 

津田湾における覆砂事業では、底質の改善効果、底泥から
の溶出の遮蔽効果、底生生物の生息環境改善効果等の環境改
善効果があり、その効果は覆砂施工後から現在も概ね持続さ
れていることが確認された。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pa.skr.mlit.go.jp/takamatsu/index.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

●シーブルー事業による改善効果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 内海港海域環境創造事業（シーブルー事業） 

実 施 主 体 香川県 事業年度 平成 12～16 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：港内の生物相回復 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 内海港古江地区 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

内海湾は、長年にわたり陸域から流入した栄養塩や有機物
により、海底には有機汚泥が堆積し、閉鎖性の強い海域であ
るため、外洋水との海水交換が悪い状態が続いていた。  
 また、陸域からの流入と汚泥からの溶出負荷により、一層
の汚濁が進行する悪循環が繰り返され、特に湾奥部ほど水質、
底質の有機量が高い傾向にあり、水質が著しく悪化し、透明
度の低下、赤潮発生の増加、底層水の貧酸素化などの影響が
みられていた。  
 このため、内海港では海底の汚泥を清浄な砂で被覆するこ
とにより、底泥の質そのものを改善するとともに、汚泥を封
じ込め、海水と汚泥の直接的な接触を妨げることによって、
底質からの有機物の溶出を抑制し、水質の浄化、生物相の回
復を図ることを目的として実施した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
内海港古江地区：覆砂 480000 ㎡ 

事 業 の 効 果 水質、底質について、一定の効果が確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.kagawa.jp/kowan/job01-5.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＺ－５５ 

ＳＺ－５６ 

S

t.

1 

S

t.

2  

S

t.

4 

S

t.

5 
S

t.

6 

S

t.

3  

 凡例 

：覆砂範囲 

 

●覆砂施工位置図 

560m

300m

240m

0 500 1000 m

10m

10m

10m

20m

20m
20m

10m

10m

20m

H5年区

H4年区

H3年区

H17年区

H15年区

H16年区

H14年区

第Ⅰ期覆砂事業　施工区域

第Ⅱ期覆砂事業　施工区域

1,100m

460m

560m 274m

●覆砂効果イメージ図 

 

172



ＳＺ－５７ 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 
三島川之江港金子地区整備事業 

（エコシステム式海域環境保全工法） 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 17年度～継続中 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：魚類、底生生物） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 愛媛県四国中央市 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

金子地区多目的国際物流ターミナル整備の直轄防波堤整備
（全延長 990ｍ）のうち、約 100ｍの区間にエコシステム式ケ
ーソンを施工し、その効果のモニタリングを実施中である。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
三島川之江港金子地区防波堤（延長約 100ｍ） 

事 業 の 効 果 

三島川之江港は瀬戸内海でも比較的閉鎖性が高く、静穏で
水温躍層が発達しやすいため、夏期には貧酸素化が進む海域
である。ケーソン設置後のモニタリングでは、目標とする酸
素濃度を各浅場で満たすとともに、底生動物や魚類等の多様
な生物の生息場として有効に機能していることが確認されて
いる。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/tkgityou/business/bus_1/index.htm 

参 考 文 献 
「四国技報」第６巻１１号。平成 19年度四国地方整備局管

内技術・業務研究発表会資料 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 松山港海岸高潮対策事業（和気・堀江浜） 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 12～19 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象種：コアマモ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 松山港海岸（和気・堀江地区）（愛媛県松山市） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

高潮対策を目的に、海岸堤防改良、養浜等を実施する事業
である。和気・堀江浜前面には、魚類の産卵場所や稚魚の生
育場所となるアマモやコアマモが群生しており、養浜工実施
の際にはコアマモの移植を行っている。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・施工延長850ｍ 
・堤防改良、突堤改良、堤防（養浜） 

事 業 の 効 果 

平成 15 年度に養浜工により埋没する部分に群生する「コアマ
モ」群落の移植を実施した。作業はダイバーによる手作業で
実施し、移植後の良好な生育のために、地下茎や周辺土砂と
共に採取し、移植場所に運搬・移植する方法とした。「コア
マモ」の移植については、事例が非常に少ないため、移植後
の生育状況についての、モニタリング調査を継続している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pa.skr.mlit.go.jp/matsuyama/seaside/seibi.html 

参 考 文 献 
「四国技報」第５巻９号、「四国技報」第２巻３号、 
えひめ環境保全ナビゲーション 

 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 東予港港湾改修事業 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 6～32年度（予定） 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象：コアマモ ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 東予港西条地区（愛媛県西条市ひうち） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

東予港において、港内に点在する小型船溜りを統合整理す
るため、新しい小型船溜りの整備を実施するにあたり、レッ
ドデータブックに記載のある「コアマモ」の存在が確認され
たため、藻場移植を実施したものである。 
移植にあたっては、その実効性を確認するため、部分的な

移植実験を実施した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
物揚場 730ｍ、船揚場 50ｍ、防波堤 450ｍ 

事 業 の 効 果 

移植後２年程度経過した時点では、移植先で順調に生育して
いることが確認されたが、５年程度経過した時点では、衰退
傾向も伺えることから、継続観測を続けることとした。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/ 
080shizenhogo/00006238050323/pdf/case/053.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 高知港海域環境創造事業（シーブルー事業） 

実 施 主 体 高知県 事業年度 平成 5～11年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：     ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 高知港横浜地区 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

高知県中央部に位置する浦戸湾は、近年の流域人口の増加
や都市化により、生活排水や工場排水の流入と、閉鎖性の内
湾であるため、汚泥が堆積しやすく、水・底質が悪化してい
た。 
そのため、浦戸湾の水・底質の改善を図るため、自然生態

にやさしい海域環境の創造と親水性の高い海域空間の創出を
目指し、海域環境創造事業（シ－ブル－事業）を実施したも
のである。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
横浜地区：汚濁底泥浚渫（浚渫厚１m）、覆砂工法（覆砂厚 50cm） 

事 業 の 効 果 

事業実施後のモニタリング調査により、有機性汚濁の指標
となる COD 値が低下傾向になるとともに、底質からの溶出速
度で COD、栄養塩類(T-N・T-P)の低下傾向がみられた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ― 

参 考 文 献 
第 31 回管内工事施工技術研究会資料「高知港浦戸湾内横浜地
区における海域環境創造事業について」 

 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 高知港海岸局部改良事業 

実 施 主 体 高知県 事業年度 平成 4～10年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：自然海岸 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 高知港桂浜 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

景勝地桂浜で要である竜王岬及び竜頭岬について、波浪等
による老朽化、崩落の危険があったため、ＧＲＣ製の造景岩
パネルを型枠兼用の被覆材として用いた海岸突堤・護岸工事
を実施したものである。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

龍王岬、龍頭岬：擬岩ブロック、擬岩パネルによる突堤工、
護岸工 

事 業 の 効 果 
自然環境の保全と防災機能の強化を両立した自然海岸での

施工事例となった。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ― 

参 考 文 献 高知港海岸局部改良事業工事報告、パンフレット 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 奈半利港ふるさと海岸整備事業 

実 施 主 体 高知県 事業年度 平成 4～19年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象種：サンゴ ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 奈半利港海岸 奈半利地区 

連 携 機 関 地域住民 

事 業 の 概 要 

奈半利海岸では、昭和 50年頃より砂浜減少の対策として離
岸提などの整備を進めてきたが、離岸提にサンゴが着生し、
以後離岸提の設置とともにサンゴが付着するようになってい
る。 
国土交通省、高知県土木部、奈半利町で平成 4年 2月に「奈

半利港ふるさと海岸モデル事業」を策定し、調査委員会を設
立、また地域住民からなる「奈半利のふるさと海岸を考える
会」からの要望事項を検討整理し、奈半利海岸地区に離岸提、
突堤、緩傾斜提、及び飛沫防止植栽帯などの整備を進めてい
る。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
奈半利港海岸：離岸提工、突堤工、緩傾斜提工、植栽帯工 

事 業 の 効 果 
防災機能の強化と海岸へのアクセスや環境に優れた施工事例
となった。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ― 

参 考 文 献 
土木学会誌 vol.88、No.8「高知県奈半利港海岸の離岸提にサ
ンゴの群生」 

 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 羽根坂本海岸エコ・コースト事業 

実 施 主 体 高知県 事業年度 平成 9～15年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 ■港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：ウミガメ他 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 羽根坂本海岸（高知県室戸市） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

羽根坂本海岸では、市民による海岸一斉清掃や、小学校
の自然学習として行われているウミガメの愛護活動など、
海岸愛護の取り組みが積極的に行われている。 
このような活動に配慮し、生物に良好な生息環境、美し

い自然環境を保全する海岸づくりをエコ・コースト事業と
して実践している。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
羽根坂本海岸：侵食対策事業（人工リーフ工） 

事 業 の 効 果 
人工リーフ施工により砂浜の回復が図られ、途絶えていたウ
ミガメの上陸も期待される。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/gaiyou/zigyou/shizen/shizen.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 どんぐりの森in 田井ノ浜 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 17～18 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 ■道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：のり面の緑化 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 一般国道 55 号日和佐道路 

連 携 機 関 美波町、阿南市、徳島県 

事 業 の 概 要 

日和佐道路は計画地が山間部を通り山谷を切り開いての工
事となるため、幼苗植栽などの活用を通して道路事業への理
解を深めると同時に、豊かな自然の大切さを感じ取ってもら
うために、地域住民が周辺地域のどんぐりをポットに植えて 1
年半の間里親として育て、そのポット苗を日和佐道路に植栽
したものである。本取組は、国土交通省が全国 12箇所で試行
的に進めている森つくろうマップの一つに登録されている。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
徳島県海部郡美波町由岐ＩＣ付近：土壌改良及び植樹 

事 業 の 効 果 

日和佐道路開通前の記念事業として植樹祭が催され、約 2,000
人もの参加者によって、24種 19,000 本のポット苗、約 4,000
粒のどんぐりが日和佐道路の法面約 1haに植樹された。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.toku-mlit.go.jp/road/d/don/index.html 

参 考 文 献 「四国技報」第 7巻 13号 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 一般国道 319号道路改築事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 19年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 ■道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：緑の保全  ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 
一般国道319号（徳島県三好市山城町大川持～三好市山城町
小川谷） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本事業は、急峻な山間部に位置する現道を拡幅する工事で
あるため、大規模な切土や盛土が必要となり、多くの動植物
の生息環境に多大な影響を与えるとともに、本箇所が地すべ
り防止区域内の道路工事であったことから、新たな地すべり
の誘発も懸念された。 
このため、本事業では、工法を選定するにあたり、経済性

の検討に加え、これら影響を考慮した軽量盛土工、桟道橋等
の工法を採用し、森林の消失面積低減や河川形状の変更を回
避するための施工幅の最小限化に努めた改良工事を実施し
た。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

一般国道 319号（徳島県三好市山城町大川持～三好市山城町
小川谷）：道路拡幅工事 

事 業 の 効 果 
可能な範囲で施工幅を最小限にし、自然環境への負荷を軽減
することができた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 徳島環状線整備事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 18年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 ■道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象：オニバス  ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 徳島環状線（徳島県徳島市川内町） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本事業は、徳島市中心部及び周辺部における幹線道路の交
通渋滞緩和、また地域の活性化、利便性の向上等を目的とす
る外環状道路の一区間として事業を実施したものである。 
事業に際し、建設残土の有効利用、無振動工法による振動

の抑制等を実施するとともに、希少動植物の生息・生育地の
保全として、希少植物の保全、生態系調査によるその他希少
種の確認を実施し、オニバスの種子の保全を行った。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
徳島環状線（徳島県徳島市川内町 4.2km）：道路整備 

事 業 の 効 果 
希少植物（オニバス）の種子の移植を行い、移植先において
種子を保全することができた。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 一般国道 438号道路改良事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 13～16 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 ■道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
□生態系全般  ■特定の対象種が存在 
（主な対象種：ナガレホトケドジョウ他   ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 国道 438 号（徳島県名東郡佐那河内村～名西郡神山町） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本事業は、国道438号の名東郡佐那河内村から名西郡神山
町間にある幅員狭小、線形不良の隘路を解消し、安全で円滑
な通行の確保のため、バイパスによる道路改良事業を実施し
たものである。 
事業地域であるトンネル残土処理場において、徳島県版レ

ッドデータブック掲載種であるナガレホトケドジョウ、ナン
カイアオイ、エビネの生息・生育が確認されたため、工事影
響範囲外へナガレホトケドジョウ等を移動させ、モニタリン
グ調査を 3年間行い、詳細な生態データを得た。このデータ
を基に、平成 16 年度に付け替え河川工事（多自然型河川）
を実施、完了した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

国道 438 号（徳島県名東郡佐那河内村～名西郡神山町）4km： 
道路改良事業、付替河川工事 

事 業 の 効 果 
事業完了後も、モニタリング調査により、ナガレホトケドジ
ョウの生息状況の確認、生息環境の分析を実施している。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/ 
7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 府中湖ＰＡビオトープ整備事業 

実 施 主 体 西日本高速道路㈱ 事業年度 平成 9年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 ■道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：鳥類、昆虫類他 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 高松自動車道府中湖ＰＡ（香川県坂出市） 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

地域の自然の復元や生物の多様性の確保のため、ドイツを
始めとしてヨーロッパでは広く考えられているビオトープの
設置やのり面樹林化に取り組んでおり、ＰＡ内の「びおっと・
府中湖」では、この地域の樹林を種から育て、手入れを最小
限として自然のままの森づくりを行っている。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
・ビオトープ整備 

事 業 の 効 果 

・種から育てた樹木は順調に生育。コナラ等新たに進入（繁
殖）している樹木もある。 

・水域内も水草の自然発生が進み自然環境の多様性に富ん
だ状態となっている。 

・ビオトープ内で多くの鳥類、昆虫類が確認されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://corp.w-nexco.co.jp/activity/overview/ business/ 

shikoku/pdfs/shikoku04.pdf 

参 考 文 献 「道路と自然」106・’00冬号 
 

【概要図等】 
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ＳＺ－６８ 

●　自然を保全・復元する（府中湖PA）●　自然を保全・復元する（府中湖PA）

地域の自然の復元や生物の多様

性の確保のため、ドイツを始め

としてヨーロッパでは広く考え

られているビオトープの設置や

のり面樹林化に取り組んでいま

す。「びおっと・府中湖」では、

この地域の樹林を種から育て、

手入れを最小限として自然のま

まの森づくりを行っています。
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【事業の概要】 

事 業 名 内子エコロード事業 

実 施 主 体 愛媛県 事業年度 平成 6～11年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 ■道路関連事業 
□都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 
（主な対象：小動物、昆虫類 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 喜多郡内子町中川 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

道路改良工事を進めるにあたり、周辺の生態系に配慮し
た道路整備を行うため、エコロード（動植物に配慮し、生
態系にやさしい工法）として、緩勾配の石張側溝及び皿形
側溝の設置した。 
道路の路側に設置される側溝は、小動物や虫が落下する

と自力で脱出できないため、山側切土部と谷川盛土部の排
水路においては、傾斜が緩やかな動物や虫の移動を助ける
円形の構造とした。また、昆虫類、小動物の移動が容易で
あり草が成育可能な石張側溝及び皿形側溝を設置した。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
石張側溝、皿形側溝 

事 業 の 効 果 
草が生育し、周囲との景観の調和が良く、昆虫類、小動物
などの生態系にやさしい空間が保たれている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/080shizenhogo/ 
00006238050323/html/case.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 南部健康運動公園ビオトープ整備事業 

実 施 主 体 徳島県 事業年度 平成 17～18 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
■都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象種：池や水路に生息する生物） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 徳島県阿南市 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

南部健康運動公園（約70ha）は県南部の阿南市に位置し、
従来の競技施設を主体とするのではなく公園のテーマを「健
康」に置き自然の中で自分のペースで、しかもみんなで楽し
くできるスポーツの場を主体として子供からお年寄りまでが
気軽に楽しく「健康づくり」ができる公園を目指している。 
整備にあたり、隣接する桑野川がミサゴの採餌場になっ

ている可能性があるため、濁水流出による魚類の減少を抑
えるために、濁水処理施設を設置するとともに、園内にビ
オトープ水路及びビオトープ池の整備を行った。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
ビオトープ水路及びビオトープ池整備 

事 業 の 効 果 
ビオトープ水路等の整備により、野生動植物の育成空間の保
全が図られる。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/ 
topics/7ACDF4E7FE86A0A6492571B000257428?opendocument 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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標準断面図 
構造図 

石張側溝 完成状況 

皿形側溝 完成状況 皿形側溝(平成 20年 12月) 
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【事業の概要】 

事 業 名 国営讃岐まんのう公園自然生態園整備事業 

実 施 主 体 国土交通省 事業年度 平成 12～14 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
■都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象種：湿地に生息する生物） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 国営讃岐まんのう公園（香川県仲多度郡まんのう町） 

連 携 機 関 市民ボランティア 

事 業 の 概 要 

自然生態園は国営讃岐まんのう公園自然活用ゾーン内に整
備されたエリアであり、森林とため池、及び湿地とが一体と
なった生きものの生息環境が残存し、絶滅危惧種を含む多様
な生きものが生息、生育している。 

そのため、讃岐地方の懐かしい古里の風景”ため池のある
里山”を復元したフィールドミュージアムとして、整備が実
施されており、総面積は15.6haになる。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 

・自然生態観察園整備 
・自然生態展示館整備 

事 業 の 効 果 

ボランティア等によるモニタリングが実施されており、維
持・管理については、モニタリングやモニタリング結果を受
けての水質改善作業（貧栄養化のための落ち葉除去など）に
より、絶滅危惧種を含む利活用種の個体数、開花数は全体的
に維持または増加傾向にある。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.mannoukouen.go.jp/ 

参 考 文 献 平成 20年度事業評価監視委員会資料、2008事業概要 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 久万笛ヶ滝公園自然観察園整備事業 

実 施 主 体 愛媛県久万高原町 事業年度 平成 13～14 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
■都市関連事業 □ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象種：湿地に生息する生物） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 □自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻 

連 携 機 関 ― 

事 業 の 概 要 

本事業は、「自然に学ぶ」というテーマのもと、自然教育
に利用できる空間の創造を図ったものである。 
自然観察園計画地が水田であったため、この機能上の利点

を活かして湿地植物を栽培し、八つ橋等を配した湿地植物園
を造ることとした。 
また、施工にあたっては、緩やかな石積土羽の棚田形状を

そのまま残し、擁壁施工も当時石積土羽に使われていた石を
利用した。これにより、機能・土地形状・外観等に既存の状
態を可能なかぎり維持することが出来た。 

主 な 事 業 

箇 所 と 内 容 
愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻：自然観察園整備 

事 業 の 効 果 
既存の土地形状とその機能等に大きな変化を与えていない

ため、周囲に対する悪影響は現在のところ見られない。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou 
/080shizenhogo/00006238050323/pdf/case/020.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 黒谷川桜づつみモデル事業 

実 施 主 体 徳島県、板野町 事業年度 平成 13年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 黒谷川（徳島県板野郡板野町） 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

人々の心と健康づくりがテーマの黒谷川沿いの「田園パー

ク」の公園整備との調整を図りながら一体的に整備を実施した

もので、桜づつみをグラウンド観覧用芝生スタンドとして整備

するとともに、管理用道路を遊歩道として整備している。 

徳島県板野町の田園地帯に芝生を張り詰めた多目的グラウ

ンドや町民スポーツガーデン、健康の館、そして桜づつみが整

備されている。 

主な事業箇
所 と 内 容 

桜づつみ整備：延長 230ｍ 

事業の効果 町民の健康づくりや憩いの場として利用されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/gaiyou/syokai/kurotani.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 撫養川ふるさとの川整備事業 

実 施 主 体 徳島県、鳴門市 事業年度 昭和 63年度～継続中 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 撫養川、新池川 

連 携 機 関 地元住民 

事業の概要 

撫養川が「ふるさとの川モデル河川」に指定されたことによ
り、撫養川と新池川の合流部を中心に、地元の鳴門市が公園部
分を、河川管理者の徳島県が河川部分を、一体的に整備したも
のである。 

 この施設の整備にあたっては、撫養川・新池川水辺空間整備
計画検討委員会において整備計画を策定し、「水上ステージ」
や、グリム童話の場面を再現した石の立体壁画を配置している
「グリムメルヘンプロムナード」など趣向を凝らした施設を整
備している。 

遊歩道は、ふるさとの川整備約 3,500ｍ区間のうち、約 1,500
ｍで、遊歩道沿いには、水上ステージ、グリム童話の立体壁画、
水上桟橋などが整備されている。  

主な事業箇
所 と 内 容 

撫養川・新池川合流点：出会いのプロムナード、撫養川親水公
園、東浜第 2公園 

事業の効果 親子の憩いの場として利用されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/park/park.html 
http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/gaiyou/syokai/muya.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 吉野川河畔ふれあい広場整備事業 

実 施 主 体 国土交通省、美馬市 事業年度 平成 16～21 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 吉野川（徳島県美馬市美馬町字境目） 

連 携 機 関 NPO法人美馬体験交流の会 

事業の概要 

堤内に隣接してオートキャンプ場が開園し、その前面の高水

敷も整備され、利用が頻繁に行われている。また、本箇所の利

用計画については、美馬市が市民団体と協力して、美馬町中鳥

地区土地利用構想を策定するなど、積極的な活動があり、「子

どもの水辺」の設置に至った。その後、子どもの水辺協議会に

おいて「水辺の楽校」として整備する事が決定し、国土交通省

が河岸整備を行い、美馬市が施設整備を実施した。 

主な事業箇
所 と 内 容 

河川環境整備事業：吉野川左岸・河口より 58.0km 

事業の効果 

パークゴルフ，野球，サッカー，テニス，キャンプ，散策，釣

り等のスポーツ大会や、散策・竹細工作り等の自然体験活動に

利用されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.toku-mlit.go.jp/river/river_index.html 

・http://www.city.mima.lg.jp/4/64/000075.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 山川バンブーパーク（水辺の楽校） 

実 施 主 体 国土交通省、吉野川市 事業年度 平成 10～13 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：環境教育 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 吉野川（吉野川市山川町（旧山川町）字前川地先） 

連 携 機 関 地元ボランティア団体等 

事業の概要 

平成 10 年 6 月に水辺の楽校プロジェクトに登録された。整
備にあたり、「遊び」「体験」「学習」を基本テーマとして整備
計画を策定し、「エントランスゾーン」「学習イベントゾーン」
「自然観察ゾーン」「水辺ゾーン」の 4 つのエリアの整備を行
ったものである。国土交通省が河岸整備を行い、吉野川市が施
設整備を実施した。 

主な事業箇
所 と 内 容 

河川環境整備事業：吉野川右岸 37.0km 付近 

事業の効果 

多目的広場においてはグランドゴルフ大会やクロスカントリ
ーなどスポーツ等が行われており、敷地内の竹林や遊歩道・
河川敷を利用した散策等も行われている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.toku-mlit.go.jp/river/shiraberu/tushinbo/tushinbo.htm 

参 考 文 献 「四国技報」創刊号 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 ぶぶるパークみかも（水辺の楽校） 

実 施 主 体 国土交通省、東みよし町 事業年度 平成 13～17 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：環境教育 ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 □自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 吉野川（三好郡東みよし町（旧三加茂町）地先） 

連 携 機 関 地元ボランティア団体等 

事業の概要 

年間を通じて豊かな自然環境が残る加茂地先付近の水防林

及びその周辺の河川敷を活用し、こどもたちがその中で「学ぶ」

「遊ぶ」「作る」ことを通し、自然に親しみ、理解し、大切に

する心を養い、健全な成長に寄与すると共に次世代の地域づく

りの担い手となる事を目的としている。国土交通省が河岸整備

を行い、東みよし町が施設整備を実施した。 

主な事業箇
所 と 内 容 

河口より 64.0km 右岸：河川環境整備事業 

事業の効果 
パークゴルフ，サッカー，釣りなどのスポーツや、散策，
魚つかみなどの自然体験活動が催されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ・http://www.toku-mlit.go.jp/river/shiraberu/tushinbo/tushinbo.htm 

・http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/shisetsu/ 

bunkasports/buburu.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 桑野川水辺ネットワーク（水辺プラザ整備）事業 

実 施 主 体 国土交通省、阿南市 事業年度 平成 18年度～実施中 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象種：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 那賀川水系桑野川・富岡橋上下流の4k/600から5k/300付近 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

桑野川におけるレクリエーション、イベント、環境教育等の

拠点をネットワーク化した整備を実施することとしており、阿

南市「光のまちづくり」と連携し、市 街地と河川空間、親水

拠点をつなげることで地域交流・世代交流の活性化を図り、地

域の歴史や文化と融合した「かわまちづくり」を推進している。 

 本事業では、浜の浦公園整備を国土交通省、浜の浦児童公園

整備を阿南市が実施し、「光」と「水辺」の 2 つのコンセプト

を持つ「水辺プラザ」として一体的に整備している。 

主な事業箇
所 と 内 容 

・浜の浦公園：親水護岸、散策道等 

・桑野川フラワーロード 

事業の効果 
水辺プラザとしての登録を受け、現在浜の浦公園整備を実施中

である。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/ 

参 考 文 献 桑野川水辺プラザ浜の浦整備計画（四国地方整備局、阿南市）、

那賀川河川事務所 2008事業概要 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 Doki！土器パーク（飯山水辺の楽校） 

実 施 主 体 
国土交通省、丸亀市（旧飯
山町） 

事 業 年 度 平成 14～16 年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：環境教育 ） 

実 施 目 的 ■自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 土器川高柳地先 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

土器川の高柳地区において、「まちの水辺、自然とのふれあ
い、出水メモリアルパーク」をテーマに、郷土の治水・利水の
史跡を生かした自然とふれあえる空間、体験学習の場として、
また、土器川河川敷公園や土器川生物公園などとの流域交流ネ
ットワークの拠点の一つとして旧飯山町と協力して整備した
ものである。平成 14年 1月 31 日に水辺の楽校プロジェクトに
登録され、平成 17 年 2月 15 日に開校している。 

主な事業箇
所 と 内 容 

土器川右岸 6k800～7k200 付近 
・公園や堤防の基盤整備：国土交通省 
・基盤より上の施設整備：旧飯山町 

事業の効果 

土器川河川敷公園や土器川生物公園等とネットワークを組み、

子供たちが楽しく河川環境のことを学べる中心的な施設とし

て活用されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ ― 

参 考 文 献 事業概要 2009、「四国技報」第 3巻 5号 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 小田川ふるさとの川モデル事業 

実 施 主 体 愛媛県、内子町 事業年度 平成元～8年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 小田川（愛媛県喜多郡内子町） 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

小田川は肱川の支流で、四百年の伝統を誇る大凧合戦の舞台
として知られるほか、流域では清流を利用した手すき和紙が産
出されるなど伝統文化発祥の地である。 

この小田川を中心としたまちづくりの一環として、良好な水
辺空間を形成するため、平成元年度から平成８年度までふるさ
との川モデル事業により、山王橋から上流竜宮堰までの 2.1ｋ
ｍ区間の河川敷を「野っぱら・田園ゾーン」「スポーツ・レク
レーションゾーン」「親水ゾーン」「イベント・レクレーショ
ンゾーン」に分けて、河川改修と合わせた「多自然型川づくり」
を実施した。 

主な事業箇
所 と 内 容 

小田川（山王橋から上流竜宮堰までの2.1ｋｍ区間）：河川改
修 

事業の効果 

毎年 5月 5日には河川敷を利用して、日本三大凧合戦の一つで

ある「五十崎大凧合戦」が行われるなど、観光資源として利用

が図られている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/gaiyou/syokai/oda.pdf 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kankosyakaisihon/88/3806.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 肱川水辺プラザ整備事業 

実 施 主 体 国土交通省、大洲市 事業年度 平成 20年度～実施中 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 肱川、矢落川合流部の高水敷（畑の前地区） 

連 携 機 関 大洲農業高校、大洲青少年交流の家 

事業の概要 

地元高校が主催している菜の花フェスタやカヌー利用等に
おける利便性の向上を図るとともに、河畔林、ナゲなどを活用
した総合学習の場として整備し、人が集い、自然と歴史・文化
にふれあえるにぎわいの水辺空間づくりを行うものである。 

また、隣接する堤内には、大洲市による住民の交流・活動及
び冠水対策にも寄与する都市公園（大洲市ふれあいパーク）の
整備が予定されており、魅力と活力ある地域形成の拠点として
整備を行う予定である。 

主な事業箇
所 と 内 容 

護岸、階段、散策路等の基盤整備：国土交通省 
芝生広場等の公園整備：大洲市 

事業の効果 
現在、水辺プラザ事業の登録を受け、平成 20 年度より事業実
施中である。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/pres/h20backnum/kasen/080401/river.pdf 

参 考 文 献 大洲河川国道事務所提供資料 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 宇治川ふるさとの川モデル事業 

実 施 主 体 高知県、伊野町 事業年度 平成 3～8年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 ■自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 仁淀川水系宇治川 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

豊かな自然と土佐和紙の伝統が息づく伊野町を流れる宇治
川は、四国内ではいち早く、多様な自然を復元することを目指
し「多自然型川づくり」を推進し、自然石、潜在植生による川
づくりに着手しており、平成３年度からは「ふるさとの川整備
事業」を実施している。 

低水路部護岸はフトンカゴを設置しフトンカゴの前面を自
然石にするとともに、川底に直径 5～10cm の砂利を敷設してい
る。また、堤外地は潜在植物を移植している。 

主な事業箇
所 と 内 容 

宇治川（高知県伊野町約 700ｍ区間）：治水整備事業 

事業の効果 
植生が順調に回復し、付近住民の散策の場となっている。
また、近隣小学校の環境学習の場にもなっている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/gaiyou/syokai/uzi.pdf 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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【事業の概要】 

事 業 名 物部川ふるさとの川整備事業 

実 施 主 体 
国土交通省、南国市、 

香美市、香南市 
事業年度 平成 13年度～実施中 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 ■広域（流域や自治体単位等） □狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 物部川流域 

連 携 機 関 流域市町村等 

事業の概要 

物部川は、「ふるさとの川整備河川」に指定されており、河
川整備にあたっては河川本来の自然環境の保全創出や周辺環
境との調和を図りつつ、市町村が行うまちづくりと一体となっ
た、河川改修を行い良好な水辺空間の形成を図っている。 

流域をひとつの共同体として捉え、地域づくりと一体的な河
川整備により、物部川を軸とした、ふれあい交流を促進し、誰
もがふるさとの自然にふれあえ る河川空間を創出しつつ、次
世代を担う子供たちが楽しく遊び学べるものべの川づくりに
取り組んでいる。 

主な事業箇
所 と 内 容 

香美市土佐山田町町田地先、南国市久枝地先、 
香南市吉川町吉原地先、香南市野市町深淵地先：拠点地区整備 

事業の効果 
拠点地区整備がほぼ完了しており、今後、自然環境学習や地域

交流の場としての活用を図る。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/river/monobe4.html 

参 考 文 献 高知河川国道事務所事業概要 
 

【概要図等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 

事 業 名 物部川桜づつみモデル事業 

実 施 主 体 国土交通省、香南市 事業年度 平成 5年度 

事 業 分 類 
□河川関連事業 □港湾・海岸関連事業 □道路関連事業 
□都市関連事業 ■ふれあい・教育関連事業 □その他 

対 象 種 別 
■生態系全般  □特定の対象種が存在 

（主な対象：自然とのふれあい ） 

実 施 目 的 □自然の保全や再生 ■自然の創出 □自然や生き物への配慮  

空 間 種 別 □広域（流域や自治体単位等） ■狭域（地区・箇所単位等） 

対 象 区 域 物部川（香南市吉川町地先） 

連 携 機 関 ― 

事業の概要 

「物部川桜づつみモデル事業」は、堤防断面の強化と良好な
水辺空間の創造を目的として、旧建設省及び旧吉川村の共同事
業により、平成 6年 3 月に完成した。 
 また、桜づつみに隣接して「吉川村天然色劇場」（野外ステ
ージ）が平成 7 年 3 月に完成、平成 10 年には「吉川フィッシ
ャリーナ」が完成し、物部川流域の地域拠点交流施設となって
いる。 

主な事業箇
所 と 内 容 

物部川河口より 0.2km 付近左岸側：桜づつみ公園整備 

事業の効果 
吉川村天然色劇場では、イベント等多くの人々に利用され、

憩いの場が年間を通じて確保されている。 

【参照】 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/river/monobe4.html 

http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/river/monobeseibikeikaku/index.html 

参 考 文 献 ― 
 

【概要図等】 
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